
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

一

三

五

号

子
ど
も
手
当
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

高

市

早

苗
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子
ど
も
手
当
に
関
す
る
質
問
主
意
書

子
ど
も
手
当
の
創
設
は
、
先
の
総
選
挙
に
お
け
る
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
目
玉
施
策
で
あ
る
。

民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
記
述
は
、
中
学
卒
業
ま
で
の
子
ど
も
一
人
当
た
り
に
年
三
十
一
万
二
千
円
（
月
額
二
万
六
千
円
）

を
支
給
し
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
は
、
そ
の
半
額
を
実
施
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
必
要
財
源
の
試
算
を
み
る
と
、

所
得
制
限
を
行
わ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
は
、
小
学
校
の
教
員
が
、
担
任
す
る
子
供
の
保
護
者
に
対
し
て
、
子
ど
も
手

当
の
内
容
説
明
を
し
な
が
ら
民
主
党
候
補
へ
の
投
票
依
頼
電
話
を
行
っ
て
い
た
旨
も
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
し
、
子
育
て

世
代
の
有
権
者
が
子
ど
も
手
当
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
私
自
身
も
体
感
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
「
国
民
と
の
契
約
事
項
」
と
す
る
鳩
山
内
閣
に
と
っ
て
、
子
ど
も
手
当
の
創
設
は
、
最
優
先
で
実
現
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
鳩
山
内
閣
の
足
並
み
は
相
変
わ
ら
ず
乱
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
「
所
得
制
限
の
是
非
」
に
つ
い
て
、
閣
内
不
一
致
が
目
立
っ
て
い
る
。

藤
井
財
務
大
臣
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日
の
記
者
会
見
で
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
対
象
に
所
得
制
限
を
設
け
る
こ

一



と
に
つ
い
て
、
論
点
に
な
り
う
る
と
述
べ
、
制
度
設
計
を
行
う
中
で
検
討
す
べ
き
と
の
考
え
を
示
さ
れ
た
。

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
同
日
夜
の
記
者
会
見
で
、
「
子
ど
も
一
人
一
人
に
手
当
て
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
裕
福
だ
と
か
、

裕
福
で
は
な
い
と
い
う
発
想
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
所
得
制
限
を
設
け
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
を
示
さ
れ
た
。

亀
井
郵
政
改
革
・
金
融
担
当
大
臣
は
、
所
得
制
限
導
入
を
求
め
て
お
ら
れ
た
し
、
国
家
戦
略
会
議
で
も
、
子
ど
も
手
当
の
所

得
制
限
等
に
つ
い
て
検
討
に
着
手
し
て
い
る
と
聞
く
。

第
二
に
、
子
ど
も
手
当
の
「
財
源
負
担
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
も
、
閣
内
の
意
思
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。

民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、
平
成
二
十
二
年
度
に
二
�
七
兆
円
、
そ
の
後
は
毎
年
五
�
五
兆
円
と
、
四
年
間
の
合
計
で
一

九
�
二
兆
円
の
財
源
を
要
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
財
源
負
担
に
つ
い
て
、
野
田
財
務
副
大
臣
は
、
地
方
負
担
も
あ
り
得
る
と
発
言
さ
れ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
日
の
会
見
で
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
全
額
国
費
で
賄
う
考
え
を
強
調
さ
れ
た
。

平
野
官
房
長
官
は
、
同
日
の
記
者
会
見
で
、
総
理
の
「
発
言
は
重
い
が
、
そ
の
中
で
も
首
相
の
思
い
も
含
め
て
具
体
案
を
決

め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
述
べ
、
地
方
の
一
部
負
担
に
含
み
を
残
し
て
お
ら
れ
る
。

菅
国
家
戦
略
担
当
大
臣
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日
、
児
童
手
当
廃
止
で
自
治
体
や
企
業
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
後

二



の
対
応
に
つ
い
て
、
「
そ
の
ま
ま
軽
減
で
い
く
の
か
、
そ
の
分
で
、
子
育
て
に
関
す
る
こ
と
に
振
り
向
け
る
の
か
」
と
語
っ
て

お
ら
れ
る
。

第
三
に
、
子
ど
も
手
当
の
「
政
策
目
的
」
に
つ
い
て
も
、
曖
昧
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
の
衆
議
院
総
選
挙
期
間
中
は
、
「
少
子
化
対
策
」
で
あ
る
点
を
強
調
し
て
お

ら
れ
た
が
、
翌
月
の
訪
米
時
の
記
者
会
見
で
は
、
「
教
育
へ
の
投
資
で
あ
る
と
同
時
に
、
消
費
刺
激
策
で
あ
り
、
少
子
化
対
策

と
な
る
」
と
発
言
し
、
景
気
対
策
と
し
て
の
意
義
を
示
さ
れ
た
。

長
妻
厚
生
労
働
大
臣
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
今
後
、
子
ど
も
手
当
も
含
め
、
貧
困
率

の
数
値
を
改
善
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
た
い
」
と
の
発
言
を
さ
れ
て
い
る
。

子
ど
も
手
当
は
、
「
出
生
率
向
上
を
目
指
し
た
少
子
化
対
策
」
な
の
か
、
「
低
所
得
家
庭
向
け
の
家
計
支
援
策
」
な
の
か
、

「
消
費
刺
激
策
」
な
の
か
、
そ
の
政
策
目
的
が
曖
昧
化
し
て
い
る
。

こ
の
政
策
目
的
の
曖
昧
化
こ
そ
が
、
所
得
制
限
の
是
非
に
関
す
る
閣
内
不
一
致
を
生
み
、
福
島
消
費
者
・
少
子
化
担
当
大
臣

が
党
首
を
務
め
る
社
会
民
主
党
が
「
十
八
歳
ま
で
月
一
万
円
を
支
給
し
、
あ
ま
っ
た
財
源
を
保
育
所
増
設
や
学
童
保
育
所
充
実

に
ま
わ
す
べ
き
」
と
全
く
異
な
る
主
張
を
す
る
状
況
を
生
む
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

三



ま
た
、
子
ど
も
手
当
は
高
額
の
現
金
支
給
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
育
児
に
無
関
係
な
支
出
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る

ほ
か
、
例
え
ば
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
な
ど
を
悪
用
し
た
詐
欺
や
、
偽
装
離
婚
増
加
の
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
「
モ
ラ

ル
・
ハ
ザ
ー
ド
対
策
」
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
形
跡
す
ら
な
い
。

私
が
少
子
化
担
当
大
臣
を
務
め
た
安
倍
内
閣
に
お
い
て
は
、
乳
幼
児
期
の
児
童
手
当
加
算
を
行
っ
た
が
、
そ
の
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
官
房
長
官
が
中
心
と
な
り
、
財
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
少
子
化
担
当
大
臣
で
構
成
さ
れ
る
関
係
閣
僚
会
議
を

立
ち
上
げ
、
財
源
の
問
題
を
含
め
様
々
な
論
点
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
た
。

鳩
山
内
閣
に
お
い
て
は
、
目
玉
施
策
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
閣
僚
が
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
自
由
に
述
べ
る
だ
け

で
、
閣
内
の
意
思
統
一
が
い
つ
ま
で
も
図
ら
れ
な
い
。
官
邸
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
欠
如
に
は
呆
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

右
の
点
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

子
ど
も
手
当
の
「
政
策
目
的
」
と
「
効
果
」
に
つ
い
て

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
子
ど
も
手
当
の
「
政
策
目
的
」
は
何
だ
と
考
え
て
い
る
か
。
「
出
生
率
向
上
を
目
指
し
た
少

子
化
対
策
」
な
の
か
、
「
低
所
得
家
庭
向
け
の
家
計
支
援
策
」
な
の
か
、
「
消
費
刺
激
策
」
な
の
か
、
具
体
的
に
回
答
さ

れ
た
い
。

四



�

仮
に
、
「
出
生
率
向
上
を
目
指
し
た
少
子
化
対
策
」
で
あ
る
と
す
る
場
合
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
よ
っ
て
、
出
生
率

は
ど
の
程
度
向
上
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
そ
の
根
拠
と
な
る
具
体
的
数
値
を
示
し
て
回
答
さ
れ
た
い
。

�

仮
に
、
「
低
所
得
家
庭
向
け
の
家
計
支
援
策
」
で
あ
る
と
す
る
場
合
、
子
ど
も
手
当
は
、
育
児
に
無
関
係
な
使
途
に
充

当
さ
れ
た
と
し
て
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
の
か
。

�

仮
に
、
「
消
費
刺
激
策
」
で
あ
る
と
す
る
場
合
、
低
所
得
家
庭
ほ
ど
、
子
ど
も
手
当
は
育
児
に
無
関
係
な
使
途
に
充
当

さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
の
か
。

�

仮
に
、
「
消
費
刺
激
策
」
で
あ
る
と
す
る
場
合
、
所
得
制
限
を
設
け
ず
、
支
給
対
象
を
拡
大
し
た
方
が
効
果
的
で
あ
る

が
、
こ
の
点
を
ど
う
考
え
る
か
。

二

子
ど
も
手
当
の
「
支
給
額
の
根
拠
」
と
「
所
得
制
限
」
等
に
つ
い
て

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
が
代
表
を
務
め
る
民
主
党
が
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
子
ど
も
手
当
の
支
給
額
を
「
月
額
二
万
六
千

円
」
と
し
た
根
拠
は
何
か
。
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
に
伺
う
。

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
が
「
国
民
と
の
契
約
事
項
」
と
し
た
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
示
す
通
り
、
子
ど
も
手
当
の
支
給

に
当
た
っ
て
は
、
所
得
制
限
を
設
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
間
違
い
は
な
い
か
。
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
に
伺
う
。

五



�

亀
井
郵
政
改
革
・
金
融
担
当
大
臣
は
、
子
ど
も
手
当
に
所
得
制
限
を
設
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
の

主
張
は
現
在
も
変
わ
ら
な
い
の
か
。
変
わ
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
変
わ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は

何
か
。

�

福
島
消
費
者
・
少
子
化
担
当
大
臣
は
、
十
八
歳
ま
で
月
一
万
円
を
支
給
し
、
あ
ま
っ
た
財
源
を
保
育
所
増
設
や
学
童
保

育
所
充
実
に
ま
わ
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
お
ら
れ
た
。
子
ど
も
手
当
の
政
策
目
的
を
「
少
子
化
対
策
」
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
実
に
的
確
な
主
張
だ
と
思
う
が
、
そ
の
主
張
は
現
在
も
変
わ
ら
な
い
の
か
。
変
わ
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は

何
か
。
変
わ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

三

子
ど
も
手
当
の
「
支
給
時
期
」
に
つ
い
て

�

新
聞
に
報
道
さ
れ
た
子
ど
も
手
当
関
連
の
法
案
骨
子
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
の
法
施
行
で
あ
る
。
子
ど

も
手
当
は
鳩
山
内
閣
の
目
玉
施
策
の
一
つ
で
あ
り
、
国
民
の
期
待
も
高
い
こ
と
か
ら
、
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
早
期
に
支

給
を
開
始
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
平
成
二
十
二
年
四
月
に
支
給
を
開
始
す
る
予
定
は
あ
る
か
。
平
成
二
十
二
年
四
月

に
支
給
し
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

�

平
野
官
房
長
官
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
十
一
日
、
記
者
団
に
対
し
て
、
「
子
ど
も
手
当
は
来
年
六
月
後
半
に
は
支
給

六



で
き
る
制
度
設
計
に
し
な
い
と
い
け
な
い
」
と
述
べ
、
平
成
二
十
二
年
夏
の
参
議
院
議
員
選
挙
直
前
に
最
初
の
支
給
を
行

う
意
向
を
示
し
た
と
の
報
道
が
あ
る
。
こ
れ
は
事
実
か
。

�

民
主
党
は
、
平
成
二
十
年
十
月
、
麻
生
政
権
に
お
い
て
定
額
給
付
金
の
支
給
を
決
定
し
た
際
に
、
「
選
挙
を
意
識
し
た

党
利
党
略
」
と
批
判
し
た
。
子
ど
も
手
当
が
定
額
給
付
金
よ
り
も
は
る
か
に
高
額
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
来
年
夏

の
参
議
院
選
挙
直
前
に
支
給
す
る
と
い
う
方
針
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
「
選
挙
を
意
識
し
た
党
利
党
略
」
と
批
判
さ

れ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
を
伺
う
。

四

子
ど
も
手
当
の
財
源
捻
出
の
た
め
の
「
配
偶
者
控
除
・
扶
養
控
除
の
廃
止
」
に
つ
い
て

�

民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
は
、
「
『
控
除
』
か
ら
『
手
当
』
へ
転
換
す
る
た
め
、
所
得
税
の
配
偶
者
控
除
・
扶
養
控
除

を
廃
止
し
、
『
子
ど
も
手
当
』
を
創
設
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
「
国
民
と

の
契
約
事
項
」
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
方
針
に
は
変
わ
り
は
な
い
か
。
仮
に
変
わ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
理

由
は
何
か
。

�

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
に
よ
る
と
、
「
民
主
党
が
財
源
に
当
て
込
ん
で
い
た
所
得
税
の
配
偶

者
控
除
の
廃
止
（
約
六
千
億
円
）
も
、
政
府
の
税
制
調
査
会
で
慎
重
論
が
強
く
、
来
年
度
か
ら
の
実
施
は
厳
し
い
情
勢
」

七



と
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。

�

子
育
て
世
帯
の
う
ち
、
実
際
に
一
番
お
金
が
か
か
る
の
は
大
学
生
が
い
る
家
庭
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
主
と
し
て

四
十
歳
代
か
ら
五
十
歳
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
が
多
い
が
、
こ
う
し
た
世
帯
は
、
子
ど
も
手
当
の
財
源
捻
出
の
た
め
の

「
配
偶
者
控
除
と
扶
養
控
除
の
廃
止
」
で
増
税
に
な
る
と
の
見
解
を
示
す
学
識
経
験
者
が
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
対
す

る
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
考
え
方
を
伺
う
。

�

例
え
ば
、
夫
が
企
業
で
働
き
、
妻
は
専
業
主
婦
と
し
て
家
庭
を
守
り
、
何
と
か
三
人
の
子
ど
も
を
高
校
、
大
学
に
入
れ

た
と
い
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
で
は
、
年
収
七
百
万
円
な
ら
年
額
で
約
十
四
万
円
、
九
百
万
円
な
ら
約
二
十
九
万
円
も
の

税
負
担
増
に
な
る
と
い
う
試
算
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
懸
命
に
多
子
を
育
て
て
き
た
家
庭
が
、
新
制
度
に
よ
っ
て
更
に
負
担

を
増
や
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
あ
ま
り
に
も
報
わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
家
庭
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
支
援
策
を
考
え
て
い

る
の
か
。

�

私
は
、
納
税
者
の
家
族
構
成
や
子
供
の
年
齢
に
よ
っ
て
生
じ
る
過
大
な
不
公
平
感
は
、
制
度
の
継
続
性
と
安
定
性
を
損

ね
る
も
の
だ
と
考
え
る
が
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
考
え
方
を
伺
う
。

五

子
ど
も
手
当
財
源
の
「
地
方
負
担
」
に
つ
い
て

八



�

前
記
の
よ
う
に
、
鳩
山
内
閣
の
閣
僚
等
の
間
か
ら
、
地
方
に
一
部
負
担
さ
せ
る
と
の
意
見
が
出
て
い
る
が
、
地
方
負
担

の
是
非
に
つ
い
て
の
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
を
伺
う
。

�

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
に
よ
る
と
、
原
口
総
務
大
臣
が
、
「
全
額
国
費
と
い
う
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
を
曲
げ
る
な
ら
、
も
う
一
回
選
挙
を
し
て
信
を
問
う
べ
き
だ
」
と
反
発
し
た
と
の
報
道
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。

�

前
問
の
報
道
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
原
口
総
務
大
臣
は
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
国
民
の
信
を
問
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い

る
の
か
、
在
る
べ
き
総
選
挙
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
伺
う
。

�

前
問
に
関
し
て
、
報
道
が
事
実
で
な
い
と
す
る
と
、
原
口
総
務
大
臣
は
朝
日
新
聞
社
に
対
し
て
抗
議
を
行
っ
た
の
か
。

六

子
ど
も
手
当
制
度
の
「
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
対
策
」
に
つ
い
て

�

赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
の
是
非
に
つ
い
て
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
を
伺
う
。

�

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
子
ど
も
を
何
人
も
産
み
、
そ
の
後
、
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
に
捨
て
る
と
い
う
痛
ま

し
い
事
件
も
起
こ
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
子
ど
も
手
当
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
の
在
り
方
と

併
せ
て
議
論
を
進
め
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
を
伺
う
。

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
高
額
の
子
ど
も
手
当
の
支
給
、
鳩
山
内
閣
が
復
活
さ
せ
る
母
子
加
算
、
父
子
家
庭
へ
の
児
童

九



扶
養
手
当
支
給
な
ど
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
偽
装
結
婚
や
婚
外
子
が
増
加
す
る
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
る
か
。
そ

れ
と
も
皆
無
と
考
え
る
か
。

�

私
は
既
に
、
裁
判
所
の
調
停
委
員
か
ら
、
子
ど
も
手
当
、
生
活
保
護
、
母
子
加
算
な
ど
に
よ
っ
て
自
活
の
目
途
が
立
つ

こ
と
を
理
由
に
し
た
離
婚
の
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た
事
実
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
が
、
鳩
山
内
閣
で
は
、
こ
の
よ
う
な
実
情

に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
か
。

�

子
ど
も
手
当
に
関
す
る
「
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
対
策
」
に
つ
い
て
、
鳩
山
内
閣
で
議
論
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
と

す
れ
ば
、
議
論
の
内
容
と
予
定
し
て
い
る
「
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
対
策
」
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。
仮
に
議
論
を
し
た

こ
と
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。

�

子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
は
、
育
児
以
外
の
支
出
に
充
当
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
新
聞
で

報
道
さ
れ
た
子
ど
も
手
当
関
連
法
案
の
骨
子
に
よ
る
と
、
「
受
給
者
の
責
務
」
と
し
て
「
子
ど
も
手
当
の
趣
旨
に
従
っ
て

用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
「
子
ど
も
手
当
の
趣
旨
」
と
は
何
か
。

�

前
問
の
受
給
者
の
責
務
は
、
単
な
る
努
力
規
定
な
の
か
、
義
務
規
定
な
の
か
。
受
給
者
が
「
子
ど
も
手
当
の
趣
旨
」
以

外
に
使
用
し
た
場
合
に
は
、
手
当
の
返
還
を
求
め
る
な
ど
の
措
置
を
と
る
の
か
。

一
〇



�

前
問
に
関
し
て
、
「
子
ど
も
手
当
の
趣
旨
」
に
従
っ
て
用
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で

確
認
を
す
る
の
か
。

七

子
ど
も
手
当
制
度
創
設
等
に
向
け
て
の
「
鳩
山
内
閣
の
推
進
体
制
」
に
つ
い
て

�

鳩
山
内
閣
の
目
玉
施
策
で
あ
る
子
ど
も
手
当
制
度
に
つ
い
て
、
前
記
の
よ
う
に
関
係
閣
僚
が
自
由
に
発
言
す
る
の
で
は

な
く
、
安
倍
内
閣
で
設
置
し
た
よ
う
な
関
係
閣
僚
会
議
を
創
設
し
て
、
早
急
に
意
思
統
一
と
課
題
の
洗
い
出
し
を
行
う
べ

き
だ
と
考
え
る
が
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

�

民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、
「
『
子
ど
も
家
庭
省
（
仮
称
）
』
の
設
置
を
検
討
す
る
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
今

後
、
ど
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
検
討
を
進
め
て
い
く
考
え
か
。

右
質
問
す
る
。

一
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